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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に物品を収納可能な収納空間が形成された収納什器本体と、
　前記収納什器本体に設けられた給電部と、
　前記収納空間から一方側に取り出して前記収納空間から持ち出し可能に構成され、前記
収納空間に収納された状態で前記給電部に接続された複数の電子機器が内部に配置される
箱状のトレー装置と、を備えることを特徴とする収納什器。
【請求項２】
　前記トレー装置は、一の前記電子機器の配置空間と他の前記電子機器の配置空間とを区
画する区画部を有することを特徴とする請求項１に記載の収納什器。
【請求項３】
　前記収納什器本体には、前記収納空間に収納された前記トレー装置の前記一方側への移
動を抑制する移動抑制部が設けられていることを特徴とする請求項１または２に記載の収
納什器。
【請求項４】
　前記トレー装置には、複数の前記電子機器の付属部品を収納可能な付属部品収納部が形
成されていることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の収納什器。
【請求項５】
　前記電子機器と前記給電部とに接続された配線を収容可能な配線収容部をさらに備え、
　前記配線収容部は、前記収納空間から前記一方側に移動可能に構成されていることを特
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徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の収納什器。
【請求項６】
　前記収納什器本体の一方側には、第一開口部が形成され、
　前記第一開口部を開閉可能に閉塞する第一閉塞手段を備えることを特徴とする請求項１
から５のいずれか一項に記載の収納什器。
【請求項７】
　前記収納什器本体の前記一方側と反対側には、前記給電部に接続された配線が挿通可能
とされた配線挿通開口部が形成されていることを特徴とする請求項１から６のいずれか一
項に記載の収納什器。
【請求項８】
　前記収納什器本体の前記一方側と反対側には、第二開口部が形成され、
　前記第二開口部を開閉可能に閉塞する第二閉塞手段を備えることを特徴とする請求項１
から７のいずれか一項に記載の収納什器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の電子機器を収納する収納什器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、学校等の教室では、生徒がそれぞれノートパソコン、タブレット端末等の携帯型
電子機器を使用する授業が行われている。これらの電子機器は、通常はロッカー等の収納
什器に一括で収納されており、使用時に生徒が収納什器から取り出して各自机の上で使用
するのが一般的である。
【０００３】
　こうした電子機器を収納可能な収納什器として、開閉可能な前側板が設けられた保管庫
体であって、保管庫体内に設けられた棚板体と、棚板体に設けられた複数の仕切材と、を
備えたものが提案されている。この構成では、電子機器は、保管庫体の内部において、隣
接する仕切材の間に収納される（下記特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－１２１５１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記の特許文献１に記載の保管庫体では、電子機器を使用する前や使用
した後には、多くの生徒が保管庫体に集まって、電子機器を保管庫体から取り出し、収納
する作業をする。このため、作業の順番待ち等が生じて、効率的でないという問題点があ
る。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、複数の電子機器の出し入れ及び運搬
を効率的にすることができる収納什器を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明は以下の手段を採用している。
　すなわち、本発明に係る収納什器は、内部に物品を収納可能な収納空間が形成された収
納什器本体と、前記収納什器本体に設けられた給電部と、前記収納空間から一方側に取り
出して前記収納空間から持ち出し可能に構成され、前記収納空間に収納された状態で前記
給電部に接続された複数の電子機器が内部に配置される箱状のトレー装置と、を備えるこ
とを特徴とする。
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【０００８】
　このように構成された収納什器では、収納什器本体の内部の収納空間には、トレー装置
が収納されている。トレー装置の内部には、複数の電子機器が配置されている。電子機器
と給電部との接続を取り外せば、複数の電子機器をトレー装置の内部に収納した状態で、
収納空間から取り出すことができるため、複数の電子機器を効率的に出し入れすることが
できる。また、複数の電子機器が収納されたトレー装置ごと持ち出すことができるため、
複数の電子機器を効率的に運搬することができる。
【０００９】
　また、本発明に係る収納什器は、前記トレー装置は、一の前記電子機器の配置空間と他
の前記電子機器の配置空間とを区画する区画部を有していることが好ましい。
【００１０】
　このように構成された収納什器では、トレー装置は区画部を有するため、各電子機器は
区画部により形成された各配置空間に収納される。よって、電子機器をトレー装置の内部
に整然と収納することができるとともに、電子機器同士の不用意な接触を抑制することが
できる。
【００１１】
　また、本発明に係る収納什器は、前記収納什器本体には、前記収納空間に収納された前
記トレー装置の前記一方側への移動を抑制する移動抑制部が設けられていてもよい。
【００１２】
　このように構成された収納什器では、トレー装置は収納什器本体に設けられた移動抑制
部により一方側への移動が抑制されるため、トレー装置が収納什器本体の内部で安易に移
動することがない。よって、トレー装置及びトレー装置の内部に配置された電子機器を収
納什器本体の内部において安定的に収納することができる。
【００１３】
　また、本発明に係る収納什器は、前記トレー装置には、複数の前記電子機器の付属部品
を収納可能な付属部品収納部が形成されていてもよい。
【００１４】
　このように構成された収納什器では、トレー装置には複数の電子機器の付属部品を収納
可能な付属部品収納部が形成されている。よって、トレー装置に電子機器とともに付属部
品を収納することができるため、使い勝手が良い。
【００１５】
　また、本発明に係る収納什器は、前記電子機器と前記給電部とに接続された配線を収容
可能な配線収容部をさらに備え、前記配線収容部は、前記収納空間から前記一方側に移動
可能に構成されていてもよい。
【００１６】
　このように構成された収納什器では、電子機器と給電部とに接続された配線を収容する
配線収容部は、収納空間から一方側に移動可能に構成されている。よって、配線収容部を
収納空間から一方側に移動させて配線の接続をすることができるため、配線を容易に接続
することできる。
【００１７】
　また、本発明に係る収納什器は、前記収納什器本体の前記一方側には、第一開口部が形
成され、前記第一開口部を開閉可能に閉塞する第一閉塞手段を備えていてもよい。
【００１８】
　このように構成された収納什器では、第一開口部に設けられた第一閉塞手段を開くこと
で、トレー装置の出し入れをすることができる。
【００１９】
　また、本発明に係る収納什器は、前記収納什器本体の前記一方側と反対側には、前記給
電部に接続された配線が挿通可能とされた配線挿通開口部が形成されていてもよい。
【００２０】
　このように構成された収納什器では、収納什器本体の一方側と反対側に設けられた配線
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挿通開口部から、給電部に接続された配線を取り出すことができる。
【００２１】
　また、本発明に係る収納什器は、前記収納什器本体の前記一方側と反対側には、第二開
口部が形成され、前記第二開口部を開閉可能に閉塞する第二閉塞手段を備えていてもよい
。
【００２２】
　このように構成された収納什器では、第二開口部に設けられた第二閉塞手段を開くこと
で、給電部の設置や配線の接続作業等をすることができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明に係る収納什器によれば、複数の電子機器の出し入れ及び運搬を効率的にするこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施形態に係る収納什器の斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る収納什器の第一閉塞手段を開いた状態の正面図である
。
【図３】本発明の一実施形態に係る収納什器の内部構造を示す側面図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る収納什器の後面図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る収納什器の第二閉塞手段を取り外した状態の後面図で
ある。
【図６】本発明の一実施形態に係る収納什器のトレー装置の斜視図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る収納什器のトレー装置に電子機器を配置した状態の斜
視図である。
【図８】本発明の一実施形態の変形例に係る収納什器の第一閉塞手段を開いた状態におけ
る要部の断面図である。
【図９】図８のＡ－Ａ矢視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の収納什器の一実施形態として、電子機器保管庫について説明する。
　図１は、本発明の一実施形態に係る電子機器保管庫の斜視図である。図２は、本発明の
一実施形態に係る電子機器保管庫の第一閉塞手段を開いた状態の正面図である。図３は、
本発明の一実施形態に係る収納什器の内部構造を示すために、後述する側板を取り外した
状態の側面図である。図４本発明の一実施形態に係る収納什器の後面図である。
　図１～４に示すように、電子機器保管庫１００は、内部に電子機器Ｄが収納可能な収納
空間Ｓ１が形成された保管庫本体（収納什器本体）１と、保管庫本体１の前側に設けられ
た前扉（第一閉塞手段）２と、保管庫本体１の後側に設けられた後扉（第二閉塞手段）３
と、を備えている。さらに、電子機器保管庫１００は、収納空間Ｓ１に設けられた複数の
電源タップ（給電部）４と、電源タップ４に接続されたケーブル（配線）Ｃを収容可能な
配線トレー（配線収容部）５と、収納空間Ｓ１から取り出し可能に構成され電子機器Ｄが
配置される複数の電子機器トレー（トレー装置）６と、を備えている。
　便宜上、電子機器保管庫１００の幅方向（図２に示す紙面左右方向）を左右方向と称し
、電子機器保管庫１００の奥行方向（図３に示す紙面左右方向）を前後方向と称すること
がある。
【００２６】
（保管庫本体）
　保管庫本体１は、床面に沿って設けられる底板１１と、底板１１の幅方向両端部からそ
れぞれ上方に向けて立設された側板１２と、側板１２の上端部に架設された天板１３と、
側板１２に上下方向に離間して架設された複数の棚板１４と、を有している。
【００２７】
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　底板１１及び天板１３は、それぞれ平板状であり、平面視矩形状に形成されている。底
板１１には、床面上を走行移動自在なキャスター１１Ｃが複数設けられている。これによ
り、電子機器保管庫１００は、床面上を走行可能とされている。
【００２８】
　棚板１４は、平板状であり、平面視矩形状に形成されている。棚板１４の後部には、上
方に向かって立設された係止壁部１４Ａが設けられている。係止壁部１４Ａにより、電子
機器トレー６の後方への移動が規制される。本実施形態では、棚板１４は３枚設けられて
いる。
【００２９】
　側板１２は、平板状であり、側面視矩形状に形成されている。側板１２の上部及び下部
には、それぞれ電子機器Ｄによる熱を放熱するための放熱開口部１２Ｋが複数形成されて
いる。一方の側板１２には、利用者が把持可能な棒状の操作部１２Ｂが設けられている。
【００３０】
（前扉）
　保管庫本体１において、底板１１の前部、側板１２の前部及び天板１３の前部により、
前面開口部（第一開口部）Ｋ１が形成されている。前面開口部Ｋ１を開閉可能に閉塞する
ように、前扉２が設けられている。前扉２は、左右一対の前パネル２Ａを有している。こ
の前パネル２Ａは、側板１２に蝶番（不図示）を介して取り付けられている。
【００３１】
　また、一方の前パネル２Ａには、利用者が開閉のため手をかけることができる凹部２Ｂ
が形成されている。また、前パネル２Ａには、前パネル２Ａを閉塞した状態で施錠するロ
ック装置（不図示）を設けることもできる。
【００３２】
（後扉）
　また、保管庫本体１において、底板１１の後部、側板１２の後部及び天板１３の後部に
より、後面開口部（第二開口部）Ｋ２が形成されている。後面開口部Ｋ２を開閉可能に閉
塞するように、後扉３が設けられている。後扉３には、電子機器Ｄの熱を放熱するための
貫通する放熱孔３Ｘが複数形成されている。
【００３３】
　側板１２の後部の下部には、対向する側板１２に向かって延びる軸部１２Ａが設けられ
ている。後扉３は、軸部１２Ａを中心に回動可能に取り付けられている。後扉３は、後面
開口部Ｋ２を閉塞するように鉛直方向に沿って配置された状態で、例えば天板１３に設け
られた係合部（不図示。以下同じ。）と係合することで、閉塞した状態が維持される。図
３に二点鎖線で示すように、係合部との係合を解除して、後扉３を軸部１２Ａを中心に回
動させて、後扉３を軸部１２Ａから取り外し可能に構成することもできる。
【００３４】
（電源タップ）
　図５は、電子機器保管庫１００の後扉３を取り外した状態の後面図である。なお、図５
において、電源タップ４に接続されるケーブルＣの図示を省略している。
　図３，５に示すように、側板１２の後部には、上下方向に離間して複数の支持バー１６
が設けられている。支持バー１６は、各側板１２から前方に向かって延びる腕部１６Ａと
、腕部１６Ａ同士を連結する支持板部１６Ｂと、を有している。本実施形態では、５個の
支持バー１６が設けられている。
【００３５】
　支持バー１６の支持板部１６Ｂには、それぞれ電源タップ４が設けられている。各電源
タップ４には、複数の差込口４Ａが設けられている。本実施形態では５個の電源タップ４
が設けられ、各電源タップ４にはそれぞれ８個の差込口４Ａが設けられている。
【００３６】
　上から１段目の電源タップ４の端部と２段目の電源タップ４の端部とはケーブルＣ１で
接続され、２段目の電源タップ４の端部と３段目の電源タップ４の端部とはケーブルＣ２
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で接続されている。また、４段目の電源タップ４の端部と５段目の電源タップ４の端部と
はケーブルＣ３で接続されている。
【００３７】
　図３に示すように、保管庫本体１の底板１１の後部には、上方に向かって立設された上
向き壁部１１Ａが設けられている。この上向き壁部１１Ａと後扉３の下端との間には、配
線挿通開口部Ｋ３とされた空間が形成されている。３段目の電源タップ４の端部に接続さ
れたケーブルＣ１１及び５段目の電源タップ４の端部に接続されたケーブルＣ１２は、配
線挿通開口部Ｋ３を通過して、電子機器保管庫１００の外部に設けられた外部電源（不図
示）に接続されている。
【００３８】
（配線トレー）
　図２に示すように、保管庫本体１の各側板１２には、前後方向に延びるレール１２Ｒが
、上下方向に離間して複数設けられている。本実施形態では、レール１２Ｒは、３個設け
られている。
【００３９】
　図２，３，５に示すように、各配線トレー５は、底板５１と、底板５１の前端部から上
方に向けて立設された前壁部５２と、底板５１の後端部から上方に向けて立設された後壁
部５３と、底板５１の幅方向両端部からそれぞれ上方に向けて立設された側板５４と、を
有している。
【００４０】
　前壁部５２の上端には、下方に向かって凹む凹部５２Ａが左右方向に離間して複数形成
されている。この凹部５２Ａには、樹脂等の弾性を有する材料で形成された配線保持部５
２Ｂが設けられている。配線保持部５２Ｂには、前後方向に貫通する配線挿通孔（配線挿
通部）５２Ｘが形成されている。この配線挿通孔５２Ｘには、ケーブルＣが挿通可能とさ
れている。
【００４１】
　本実施形態では、各配線トレー５には、凹部５２Ａが１５個形成されている。また、前
壁部５２の凹部５２Ａの下部には、正面視左側から順に１，２，３…１５の番号が、前壁
部５２を貫通する貫通孔により形成されている。
【００４２】
　後壁部５３の上端には、下方に向かって凹む凹部５３Ａが左右方向に離間して複数形成
されている。この凹部５３Ａには、ケーブルＣが挿通可能とされている。
【００４３】
　本実施形態では、各配線トレー５には、凹部５３Ａが１５個形成されている。また、後
壁部５３の凹部５３Ａの下部には、後面視右側から順に１，２，３…１５の番号が、後壁
部５３を貫通する貫通孔により形成されている。
【００４４】
　側板５４には、側方に向かって突出し、前後方向に延びるレール支持部５４Ａが設けら
れている。このレール支持部５４Ａは、レール１２Ｒに支持されるとともに、レール１２
Ｒに対して前後方向にスライド可能とされている。これにより、配線トレー５は、収納空
間Ｓ１から前方に向かって引出し可能に構成されている。
【００４５】
（電子機器トレー）
　図２に示すように、複数の電子機器トレー６が、棚板１４に載置されている。各電子機
器トレー６は、収納空間Ｓ１から前方に引き出すことにより、取り出し可能とされている
。本実施形態では、上から１段目の棚板１４及び２段目の棚板１４には、それぞれ左右方
向に３個の電子機器トレー６が載置されている。上から３段目の棚板１４には、左右方向
に２個の電子機器トレー６が載置されている。このように、８個の電子機器トレー６が、
上下方向及び左右方向に隣接配置されている。
【００４６】
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　図６は、電子機器トレー６の斜視図である。図７は、電子機器トレー６に電子機器Ｄを
配置した状態の斜視図である。
　図６，７に示すように、電子機器トレー６は、上方が開口された箱状に形成されている
。電子機器トレー６は、底板６１と、底板６１の前端部から上方に向けて立設された前壁
部６２と、底板６１の後端部から上方に向けて立設された後壁部６３と、底板６１の幅方
向両端部からそれぞれ上方に向けて立設された側板６４と、を有している。
【００４７】
　図３に示すように、電子機器トレー６の後壁部６３は、棚板１４の後部の係止壁部１４
Ａに当接している。これにより、電子機器トレー６が棚板１４の後方から落下することが
防止されている。
【００４８】
　図６，７に示すように、底板６１には、上下方向に貫通する貫通孔６１Ｘが複数形成さ
れている。この貫通孔６１Ｘから電子機器トレー６に配置された電子機器Ｄの熱が放熱さ
れるため、底板６１の温度上昇を抑えることができる。
【００４９】
　底板６１には、上方に向かって立設された仕切り板（区画部）６９が幅方向に離間して
複数設けられている。本実施形態では、仕切り板６９は４枚設けられている。これにより
、幅方向端部に設けられた仕切り板６９と電子機器トレー６の側板６４との間、及び隣接
する仕切り板６９同士の間は、それぞれ電子機器Ｄが配置可能な電子機器配置空間（配置
空間）Ｓ２とされている。換言すると、仕切り板６９により、隣接する電子機器配置空間
Ｓ２が区画されている。本実施形態では、５個の電子機器配置空間Ｓ２が形成されている
。
【００５０】
　各電子機器配置空間Ｓ２には、電子機器Ｄが配置されている。本実施形態では、５個の
電子機器Ｄが配置されている。電子機器Ｄは、幅方向の一端側を側板６４（又は一方の仕
切り板６９）の下部に当接させるととともに、幅方向の中間部を他方の仕切り板６９（又
は側板６４）に当接させるようにして、鉛直方向よりも傾斜した傾斜姿勢で配置されてい
る。
　なお、図２に二点鎖線で示すように、電子機器Ｄの厚み等により、鉛直方向に沿う姿勢
で配置することも可能である。
【００５１】
　図６，７に示すように、仕切り板６９は、前壁部６２及び後壁部６３と離間して設けら
れている。換言すると、前壁部６２の前端部と仕切り板６９との間及び後壁部６３の後端
部と仕切り板６９との間には、それぞれ空間部が形成されている。このうち前壁部６２と
仕切り板６９との間に形成された空間部は、電子機器Ｄに使用するタッチペン（付属部品
）Ｔをまとめて収納可能なタッチペン収納部（付属部品収納部）Ｓ３とされている。本実
施形態では、タッチペン収納部Ｓ３には、５本のタッチペンＴが収納されている。
【００５２】
　前壁部６２の上端部、後壁部６３の上端部及び側板６４の上端部には、それぞれ平面視
外方に向かって折曲された折曲壁部６６が連続して設けられている。折曲壁部６６の端部
には、下方に向かって折曲された下向き壁部６７が連続して設けられている。
【００５３】
　前壁部６２の幅方向中央部及び後壁部６３の幅方向中央部には、平面視内方に向かって
凹む凹部６２Ａ，６３Ａがそれぞれ形成されている。利用者は、これら凹部６２Ａ，６３
Ａ、折曲壁部６６及び下向き壁部６７により形成された空間に手を入れて下向き壁部６７
の下端部を持って、電子機器トレー６を持ち上げたり、移動させたりすることができる。
【００５４】
　本実施形態では、８個の電子機器トレー６が設けられ、各電子機器トレー６には５個の
電子機器配置空間Ｓ２が形成されているため、電子機器保管庫１００内に４０個の電子機
器Ｄが収納されている。
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【００５５】
　図２に示すように、上から順に、一段目の配線トレー５、一段目の電子機器トレー６、
二段目の配線トレー５、二段目の電子機器トレー６、三段目の配線トレー５、三段目の電
子機器トレー６が配置されている。
【００５６】
　図２，３に示すように、利用者が電子機器Ｄを使用しない際には、電子機器Ｄは電子機
器保管庫１００に収納されている。各電子機器Ｄの外部接続端子Ｄ２には、ケーブルＣの
一端が接続されている。このケーブルＣは上方に延び、配線トレー５の前壁部５２の各電
子機器Ｄに対応する配線挿通孔５２Ｘを通過して、配線トレー５内を前方から後方に延び
、配線トレー５の後壁部５３の凹部５３Ａを通過する。詳細には、上から一段目の電子機
器Ｄに接続されたケーブルＣは、上から一段目の配線トレー５を通過する。上から二段目
の電子機器Ｄに接続されたケーブルＣは、上から二段目の配線トレー５を通過する。上か
ら三段目の電子機器Ｄに接続されたケーブルＣは、上から三段目の配線トレー５を通過す
る。このように、電子機器トレー６に接続されたケーブルＣは、直上に設けられた配線ト
レー５を通過する。
　なお、図３に二点鎖線で示すように、ケーブルＣが電源アダプタＡＤを有している場合
には、電源アダプタＡＤは配線トレー５は載置される。
【００５７】
　そして、ケーブルＣの他端は、電源タップ４の差込口４Ａ（図５参照）に差し込まれて
いる。例えば、上から一段目の配線トレー５を通過したケーブルＣは、上から一段目及び
二段目の電源タップ４に差し込まれている。上から二段目の配線トレー５を通過したケー
ブルＣは、上から二段目、三段目及び四段目の電源タップ４に差し込まれている。上から
三段目の配線トレー５を通過したケーブルＣは、上から四段目及び五段目の電源タップ４
に差し込まれている。このようにして、各電子機器Ｄへの充電が行われている。
【００５８】
　次に、電子機器Ｄを使用する際には、利用者が、電子機器保管庫１００の前扉２を開け
て、電子機器Ｄの外部接続端子Ｄ２からケーブルＣを取り外す。そして、必要な電子機器
Ｄが収納された電子機器トレー６ごと持ち出す。
【００５９】
　電子機器Ｄの使用後、利用者は、各電子機器トレー６に５個の電子機器Ｄ及びタッチペ
ンＴを収納する。そして、電子機器トレー６ごと電子機器保管庫１００の棚板１４に載置
して、各電子機器Ｄの外部接続端子Ｄ２に対応するケーブルＣを接続する。そして、電子
機器保管庫１００の前扉２を閉じる。この間、各電子機器Ｄへの充電が行われている。
【００６０】
　このように構成された電子機器保管庫１００では、保管庫本体１の内部の収納空間Ｓ１
には、電子機器トレー６が収納されている。電子機器トレー６の内部には、複数の電子機
器Ｄが配置されている。電子機器Ｄと電源タップ４との接続を取り外せば、複数の電子機
器Ｄを電子機器トレー６の内部に収納した状態で、収納空間Ｓ１から取り出すことができ
るため、複数の電子機器Ｄを効率的に出し入れすることができる。また、複数の電子機器
Ｄが収納された電子機器トレー６ごと持ち出すことができるため、複数の電子機器Ｄを効
率的に運搬することができる。
　例えば、学校等の教室において、複数の生徒で一グループ形成されており、グループの
代表者が、グループに生徒数に対応する電子機器トレー６を取り出して机まで運ぶ場合が
ある。各生徒は、運ばれてきた電子機器トレー６から自分が使用する電子機器Ｄを取り出
して使用する。使用後は、各生徒が電子機器トレー６の内部に電子機器Ｄを片付け、グル
ープの代表者が電子機器トレー６ごと電子機器保管庫１００に収納する。このようにする
ことで、電子機器Ｄの使用前後に、電子機器保管庫１００に電子機器Ｄを取り出したり片
づけたりするのはグループの代表者のみであるため、多くの生徒が電子機器Ｄを使用する
場合であっても電子機器保管庫１００の周りが生徒により混雑せず、電子機器Ｄの取り出
しや片づけの作業が円滑に行われる。
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【００６１】
　また、電子機器トレー６は仕切り板６９を有するため、各電子機器Ｄは仕切り板６９に
より形成された各電子機器配置空間Ｓ２に収納される。よって、電子機器Ｄを電子機器ト
レー６の内部に整然と収納することができるとともに、電子機器Ｄ同士の不用意な接触を
抑制することができる。
【００６２】
　また、電子機器トレー６には複数の電子機器ＤのタッチペンＴを収納可能なタッチペン
収納部Ｓ３が形成されている。よって、電子機器トレー６に電子機器Ｄとともにタッチペ
ンＴを収納することができるため、使い勝手が良い。また、タッチペン収納部Ｓ３にタッ
チペンＴをまとめて収納することができるため、タッチペンＴが煩雑に配置されることを
抑制することができる。
【００６３】
　また、電子機器Ｄと電源タップ４とに接続されたケーブルＣを収容する配線トレー５は
、収納空間Ｓ１から前方に移動可能に構成されている。よって、配線トレー５を収納空間
Ｓ１から前方に移動させてケーブルＣの接続をすることができるため、ケーブルＣを容易
に接続することできる。
【００６４】
　また、各ケーブルＣは対応する配線挿通孔５２Ｘに挿通されて配線トレー５に収容され
るため、ケーブルＣが混線することが抑制される。
【００６５】
　また、複数の電子機器トレー６が左右方向及び上下方向に隣接配置されているため、保
管庫本体１の内部に多くの電子機器トレー６を収納することができる。電子機器トレー６
の内部に適切な数の電子機器Ｄを収納するように電子機器トレー６の数を調整して、利用
形態に応じて対応することができる。
【００６６】
　また、前面開口部Ｋ１に設けられた前扉２を開くことで、電子機器トレー６の出し入れ
をすることができる。
【００６７】
　また、保管庫本体１の後側に設けられた配線挿通開口部Ｋ３から、電源タップ４に接続
されたケーブルＣ１１，Ｃ１２を取り出すことができる。
【００６８】
　また、後面開口部Ｋ２に設けられた後扉３を開くことで、電源タップ４の設置やケーブ
ルＣ、Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ１１、Ｃ１２の接続作業等をすることができる。
【００６９】
（変形例）
　次に、上記に示す実施形態の変形例について、主に図８，９を参照して説明する。
　なお、以下に説明する変形例においては、上記に示す実施形態と共通する構成について
は図中に同符号を付してその説明を省略する。
　図８は、本発明の一実施形態の変形例に係る収納什器の第一閉塞手段を開いた状態にお
ける要部の断面図である。図９は、図８のＡ－Ａ矢視図である。
　図８，９に示すように、電子機器保管庫１００Ｘの保管庫本体１Ｘには、上下方向の延
びる平板状の仕切壁部１８が設けられている。例えば、仕切壁部１８の下部は底板１１（
図２参照）に接合され、仕切壁部１８の上部は天板１３（図２参照）に接合されている。
【００７０】
　仕切壁部１８には、前後方向に延びる支持レール１９が設けられている。この支持レー
ル１９は、断面視コ字状に形成されている。支持レール１９は、仕切壁部１８に取り付け
られる取付部１９Ａと、取付部１９Ａの下端から対向する支持レール１９に向かって延び
る支持部１９Ｂと、取付部１９Ａの上端から対向する支持レール１９に向かって延びる上
移動規制部１９Ｃと、を有している。
【００７１】
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　図９に示すように、支持部１９Ｂの前後両端には、上方に向かって延びる係止部（移動
抑制部）１９Ｐが設けられている。
【００７２】
　一方、電子機器トレー６の側板６４において、下向き壁部６７の下端の前後両端には、
上方に向かって凹む段部６７Ａが形成されている。
【００７３】
　電子機器保管庫１００Ｘにおいて、電子機器トレー６は、仕切壁部１８に設けられた支
持レール１９に沿って、前後方向にスライド可能とされている。そして、図９に示すよう
に、電子機器トレー６が収納された状態では、電子機器トレー６の段部６７Ａが支持レー
ル１９の係止部１９Ｐに係止されている。これにより、電子機器トレー６は、前後方向の
移動が規制されている。なお、段部６７Ａと係止部１９Ｐとの係止を解除するためには、
電子機器トレー６を上方に持ち上げながら前方に移動させればよい。
【００７４】
　このように構成された電子機器保管庫１００Ｘでは、電子機器トレー６は仕切壁部１８
に設けられた係止部１９Ｐにより前後方向の移動が抑制されるため、電子機器トレー６が
保管庫本体１Ｘの内部で安易に移動することがない。よって、電子機器トレー６及び電子
機器トレー６の内部に配置された電子機器Ｄを保管庫本体１Ｘの内部において安定的に収
納することができる。
【００７５】
　これ以外にも、本発明の主旨を逸脱しない限り、上記実施の形態で挙げた構成を取捨選
択したり、他の構成に適宜変更したりすることが可能である。
【００７６】
　例えば、上記に示す実施形態においては、電子機器トレー６は上下方向及び左右方向に
複数配置されているが、本発明はこれに限られない。電子機器トレー６が、上下方向には
１段のみで、左右方向に複数配置されていてもよい。あるいは、電子機器トレー６が、左
右方向には１列のみで、上方方向に複数配置されていてもよい。さらには、電子機器トレ
ー６が１個のみでもよい。
【００７７】
　また、電子機器トレー６の持ち運び時に電子機器Ｄの落下を防止するように、電子機器
トレー６に落下防止部を設けてもよい。例えば、図７に二点鎖線で示すように、落下防止
部は、電子機器Ｄの上方を覆って、電子機器トレー６の側板６４に連結されるバンド１６
Ｚ等を設ける構成等が採用される。
【符号の説明】
【００７８】
１００…電子機器保管庫（収納什器）
１…保管庫本体（収納什器本体）
２…前扉（第一閉塞手段）
１９Ｐ…係止部（移動抑制部）
３…後扉（第二閉塞手段）
４…電源タップ（給電部）
５…配線トレー（配線収容部）
５２Ｘ…配線挿通孔（配線挿通部）
６…電子機器トレー（トレー装置）
６９…仕切り板（区画部）
Ｃ…ケーブル（配線）
Ｄ…電子機器
Ｋ１…前面開口部（第一開口部）
Ｋ２…後面開口部（第二開口部）
Ｋ３…配線挿通開口部
Ｔ…タッチペン（付属部品）
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Ｓ１…収納空間
Ｓ２…電子機器配置空間（配置空間）
Ｓ３…タッチペン収納部（付属部品収納部）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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